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問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
３
）

お知らせ
【
国
民
健
康
保
険
】
保
険
者
証
更
新
の
お
知
ら
せ

毎
年
３
月
末
は
、
保
険
者
証
の

切
り
替
え
時
期
で
す

　

現
在
お
使
い
の
「
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
」
の
有
効
期
限
は
、
３

月
31
日
㈯
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
者
証
は
、
３
月
末
ま

で
に
加
入
者
全
員
分
を
ま
と
め
て
、

世
帯
主
様
宛
に
郵
送
し
ま
す
（
特

定
記
録
郵
便
）。
お
手
元
に
届
き
ま

し
た
ら
記
載
内
容
を
ご
確
認
い
た
だ

き
、
４
月
１
日
㈰
か
ら
は
新
し
い
保

険
者
証
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

郵
送
を
希
望
し
な
い
な
ど
、
保
険

者
証
を
窓
口
で
受
け
取
り
た
い
方

は
、
国
保
年
金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

４
月
か
ら
保
険
者
証
と

高
齢
受
給
者
証
が
１
枚
に

　

こ
れ
ま
で
、
70
歳
〜
74
歳
の
方
に

は
「
保
険
者
証
」
の
ほ
か
、
一
部
負

担
金
の
割
合
を
記
載
し
た
「
高
齢
受

給
者
証
」
を
７
月
に
送
付
し
て
い
ま

し
た
が
、今
回
の
保
険
者
証
更
新（
平

成
30
年
４
月
）
か
ら
は
、
利
便
性
の

向
上
の
た
め
、
保
険
者
証
に
高
齢
受

給
者
証
の
内
容
も
記
載
し
た
１
枚
の

カ
ー
ド
に
な
り
ま
す
。

　

70
歳
以
上
の
方
の
一
部
負
担
金
の

負
担
割
合
は
、
毎
年
８
月
に
切
り
替

え
と
な
る
た
め
、
保
険
者
証
の
有
効

期
限
が
３
月
31
日（
４
月
１
日
更
新
）

か
ら
７
月
31
日
（
８
月
１
日
更
新
）

に
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
３
月
末
に
送
付
す
る
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
次
表
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

・現在、高齢受給者証をお持ちの方

・昭和 23年 3月 2日～ 4月 1日生まれの方

3 月に今年 7 月 31 日㈫までの「保険者証兼高齢受給者証」
を送付します。その後 7月に有効期限を更新した「保険者証
兼高齢受給者証」を送付します。
※ 7月 31 日㈫までに 75 歳になる方は、誕生日の前日が有効
期限になります。

昭和 23 年 4 月 2 日～昭和 24 年 7 月
1日生まれの方

3月に 70 歳の誕生月の月末（誕生日が月の初日である場合は
誕生日の前日）までの保険者証を送付し、有効期限が切れる
前に、有効期限を更新した「保険者証兼高齢受給者証」を送
付します。

上記に該当しない方 来年の 7月 31 日まで（1年 4カ月）の保険者証を送付します。

問 

伊
奈
庁
舎
安
心
安
全
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
５
０
３
）

高
齢
者
の
運
転
免
許
自
主
返
納
を
支
援
し
ま
す

　

市
で
は
、
高
齢
者
の
運
転
に
よ

る
交
通
事
故
の
減
少
を
図
る
た
め
、

運
転
免
許
を
自
主
返
納
し
た
方
に
、

公
共
交
通
機
関
の
利
用
券
な
ど
を

交
付
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
次
の
①
②
い
ず
れ
に
も

　

該
当
す
る
方
。

①
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

　

る
方
で
、
運
転
免
許
の
有
効
期
限

　

内
に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に

　

す
べ
て
の
種
類
の
運
転
免
許
を
自

　

主
返
納
し
た
方

②
平
成
29
年
4
月
1
日
以
降
に
自
主

　

返
納
し
た
方
で
、
自
主
返
納
し
た

　

と
き
に
満
年
齢
65
歳
以
上
の
方

▼
支
援
内
容
＝
支
援
は
1
人
1
回
と

　

し
、
次
の
①
〜
③
の
公
共
交
通
機

　

関
の
冊
式
利
用
券
お
よ
び
回
数
券

　

の
う
ち
、
１
万
円
を
上
限
と
し
て

　

選
択
で
き
ま
す
。

①
デ
マ
ン
ド
乗
合
タ
ク
シ
ー
「
み
ら

　

い
く
ん
」
の
冊
式
利
用
券

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス「
み
ら
い
号
」

　

の
冊
式
回
数
券

手続き・申請

③
関
東
鉄
道
株
式
会
社
が
運
行
す
る

　

路
線
バ
ス
の
冊
式
回
数
券

▼
申
請
方
法
＝
都
道
府
県
公
安
委
員

　

会
か
ら
発
行
さ
れ
た
、
運
転
免
許

　

の
取
消
し
通
知
書
の
写
し
ま
た
は
、

　

運
転
経
歴
証
明
書
の
写
し（
有
料
）

　

を
添
え
て
、
自
主
返
納
し
て
か
ら

　

6
カ
月
以
内
に
安
心
安
全
課
へ
申

　

請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
自
主
返
納
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
】

　

常
総
警
察
署　

☎
０
２
９
７
‐
22

‐
０
１
１
０

【
支
援
事
業
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
】

　

伊
奈
庁
舎
安
心
安
全
課　

☎
58
‐

２
１
１
１
（
内
線
２
５
０
３
）

お知らせ

千
葉
県
香
取
市
と
友
好
都
市
協
定
を
締
結

問 

谷
和
原
庁
舎
市
民
サ
ポ
ー
ト
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
２
０
２
）

　

当
市
は
千
葉
県
香
取
市
と
１
月
19

日
、友
好
都
市
協
定
を
結
び
ま
し
た
。　

　

香
取
市
と
当
市
は
、
伊
能
忠
敬
と

間
宮
林
蔵
そ
れ
ぞ
れ
の
ゆ
か
り
の
地

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
28
年
３
月

に
「
郷
土
の
偉
人
の
交
友
関
係
を

き
っ
か
け
と
し
た
ふ
れ
あ
い
交
流
に

関
す
る
協
定
」を
締
結
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
は
両
市
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
同
士
の
交
流
の
ほ
か
、
伊
能
大

図
フ
ロ
ア
展
を
当
市
で
開
催
す
る
な

ど
交
流
を
深
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
伊
能
忠
敬
没
後
２
０
０

年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
、
両
市
の
友
好
関
係
を
さ
ら
に

推
進
し
、
よ
り
幅
広
い
分
野
で
の
交

流
を
通
じ
て
、
両
市
の
さ
ら
な
る
発

展
と
互
い
の
理
解
・
連
携
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
に
、
香
取
市
と
友
好
都

市
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

１
月
19
日
に
香
取
市
内
で
行
わ
れ

た
協
定
締
結
式
に
は
、
伊
能
忠
敬
・

間
宮
林
蔵
そ
れ
ぞ
れ
の
顕
彰
会
を
は

じ
め
と
し
た
関
係
者
が
出
席
。
式
の

中
で
香
取
市
の
宇う

い井
成せ
い
い
ち一
市
長
は

「
友
好
都
市
協
定
の
締
結
が
、
伊
能

忠
敬
没
後
２
０
０
年
と
い
う
節
目
の

年
で
あ
る
事
に
、
時
空
を
こ
え
た
め

ぐ
り
あ
わ
せ
を
感
じ
る
。
両
市
の
交

流
の
絆
が
よ
り
一
層
強
く
な
る
こ
と

を
願
う
」
と
あ
い
さ
つ
。

　

片
庭
市
長
も
「
両
偉
人
が
築
き

上
げ
た
交
友
関
係
を
今
後
の
両
市

の
交
流
に
生
か
し
、
幅
広
い
分
野

で
交
流
を
進
め
て
い
き
た
い
」
と

話
し
、
宇
井
市
長
と
固
く
握
手
を

交
わ
し
ま
し
た
。

協定書を手に握手を交わす宇
う い

井市長㊧と片庭市長㊨

手続き・お知らせ


